
■問合せ　子育て支援課　☎０２９－８８５－０３４０（内）２３１・２３２

児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ児童手当に関するお知らせ
◎児童手当を受給中の方へ◎児童手当を受給中の方へ

◎所得上限限度額を超過したことにより、現在児童手当を受給していない方へ◎所得上限限度額を超過したことにより、現在児童手当を受給していない方へ◎所得上限限度額を超過したことにより、現在児童手当を受給していない方へ
・所得上限限度額を超えたため、現在児童手当等を受給していない方でも、令和６年度（５年分）の所得

が所得上限限度額を下回った方は、改めて認定請求書を提出することで、受給できる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。

・現況届の提出は原則不要です。
　ただし、一部の方については提出が必要となり、対象となる方へは通知を送付します。提出がない場

合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
・以下の①～⑥に該当するときは、子育て支援課へ届出が必要です。

■問合せ　自衛隊茨城地方協力本部龍ケ崎地域事務所（龍ケ崎市寺後３６２９－５）☎０２９７－６４－３３５１

①児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき（他の市区町村や海外への転出を含む）
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を
　養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤受給者の加入する年金が変わったとき（公務員になったときを含む）
⑥国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から
　「父母指定者」の指定を受けるとき

自衛官等募集案内自衛官等募集案内自衛官等募集案内

※１…高卒者（見込含）、または高専３年次修了者（見込含）。
※２…３２歳の方は、採用予定月の末日現在、３３歳に達していない方。
※３…期間中の指定された１日。
この他、７月１日から防衛医科大学校学生も受け付けています。
応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なります。それぞれの募集要項で確認してください。

※１…高卒者（見込含）、または高専３年次修了者（見込含）。
※２…３２歳の方は、採用予定月の末日現在、３３歳に達していない方。
※３…期間中の指定された１日。
この他、７月１日から防衛医科大学校学生も受け付けています。
応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なります。それぞれの募集要項で確認してください。

「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？

～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」、「くらしの危険」より引用・抜粋～

【ひとこと助言】
・ＩＤやパスワード等の使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐことができます。
・記載されているＵＲＬにはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトや正規のアプリか

らアクセスするようにしましょう。

スマートフォンに「ＥＴＣカードを更新するように」とのメールが頻繁に入るように
なった。所有しているクレジットカード会社発行のＥＴＣカードの手続きが必要な
のかと思い、ＵＲＬを開いてメールアドレスやパスワード、クレジットカード番号
等を入力した。その後、カード会社に連絡をすると覚えのない決済があり、１万２
千円が使用されていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）

【消費者へのアドバイス】
・購入の際は、型式認定のＴＳマークやＢＡＡ マークを目安にしましょう。
・購入前に「型式認定」を取得しているか調べましょう。
・購入後にアシスト機能を停止する速度を変更出来ることや、スロットル付きから電動アシスト自転

車に仕様変更できることをうたった商品に注意しましょう。

インターネット通信販売サイトでは、道路交通法の基準に適合しない電動アシスト
自転車が、自転車として道路を通行できるかのように販売されていることがありま
す。
一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれるものは、人の力に対する補助力として電
動モーターによる力が加わるものです。スロットルが取り付けられているなど、人
の力ではなく、電動機により走行できる車両は、道路交通法の基準に適合しないた
め、自転車として道路を通行することはできません。

暮らしサポート

　村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
　消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
　県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

消費生活に関す る相談は

い や や

司法書士による無料相談

航空学生航空学生

防衛大学校
学生（一般）
防衛大学校
学生（一般）

一般曹候補生一般曹候補生

自衛官候補生自衛官候補生

募集種目 受験資格

【空】１８歳以上２４歳未満の方（※１）【空】１８歳以上２４歳未満の方（※１）

【海】１８歳以上２３歳未満の方（※１）【海】１８歳以上２３歳未満の方（※１）

１８歳以上２１歳未満の方
（自衛官は２３歳未満）（※１）
１８歳以上２１歳未満の方

（自衛官は２３歳未満）（※１）

１８歳以上３３歳未満の方（※２）１８歳以上３３歳未満の方（※２）

１８歳以上３３歳未満の方（※２）１８歳以上３３歳未満の方（※２）

受付期間

７月１日（月）
～９月５日（木）
７月１日（月）
～９月５日（木）

７月１日（月）
～９月３日（火）
７月１日（月）
～９月３日（火）

通年通年

７月１日（月）
～１０月１７日（木）
７月１日（月）
～１０月１７日（木）

試験期日

１次：９月１６日（月）
２次：１０月１２日（土）～１７日（木）（※３）
３次：【海】１１月１５日（金）～１２月１１日（水）
　　　【空】１１月９日（土）～１２月１２日（木）

１次：９月１６日（月）
２次：１０月１２日（土）～１７日（木）（※３）
３次：【海】１１月１５日（金）～１２月１１日（水）
　　　【空】１１月９日（土）～１２月１２日（木）

１次：９月１４日（土）～２２日（日）（※３）
２次：１０月１２日（土）～２７日（日）（※３） 
１次：９月１４日（土）～２２日（日）（※３）
２次：１０月１２日（土）～２７日（日）（※３） 

受付時にお知らせします受付時にお知らせします

１次：１１月２日（土）
２次：１１月３０日（土）～１２月４日（水）（※３）
１次：１１月２日（土）
２次：１１月３０日（土）～１２月４日（水）（※３）

9 広報みほ　令和６年６月号広報みほ　令和６年６月号広報みほ　令和６年６月号広報みほ　令和６年６月号


